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不法投棄は犯罪です!!

問　産業環境課　☎27‐0178

“ごうどブランド”
認定商品の募集

問　まちづくり戦略課　☎27‐0172

期間
延長

令和５年
12月31日
まで！

　水路や道路、農地などに生活ご
みや布団、ビニール、事業で使用
したものなどが捨てられている事
例が増えています。
　廃棄物を違法に捨てた場合は法
律により５年以下の懲役もしくは
1,000万円以下の罰金またはこの
併科に処せられます。
　ルールを正しく守って処分して
ください。    
  

　あなたの商品を“ごうどブランド”認定商品に
して、町の魅力を一緒に発信しませんか？
募集期間　～１2月28日（木）
認定対象
　食料品：農産物及び加工品
　（飲食店で提供する料理を除く。）
　工芸品等：町内で生産、製造または加工された製品
申請要件
　町内の生産者または町内に事業所を有する方
応募方法
　申請書は町HPからダウンロードできます。
昨年度認定された商品の紹介
　（現在11事業者の27商品が認定されています。）

（低糖専門キッチン源喜）
パウンドケーキ（薔薇味）

（お菓子処　平野屋）
涌泉郷

（お菓子処　平野屋）
OFUKU

▲町ＨＰ

プラスチック製容器包装
（資源ごみ）の分別について

問　産業環境課　☎27‐0178

問　神戸町商工会
　☎27‐4185

　町民の皆様には、ごみの分別収集にご協力いただき誠
にありがとうございます。
　４月より資源ごみとして収集しているプラスチック製
容器包装の収集かごに、異なるものや汚れたものが入っ
ている事案が多く発生しています。
　リサイクル推進のため、正しい分別にご協力をよろし
くお願いいたします。

●プラスチック製容器包装以外は入れないでください！
●洗って汚れを取ることが難しいラップ等は、可燃ごみへ！

　７月に紙版、９月にデジタル版を発行
した「神戸町プレミアム商品券」の

　有効期限後の使用、未使用分の払い戻
しなどは一切できませんので、未使用の
方は有効期限内にお使いください。また、
年末は店舗の休業も予想されます。お確
かめのうえ、ご利用いただきますようお
願いします。

有効期限は、
令和5年12月31日までです。

プレミアム商品券の
有効期限について


